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争議行為を行う旨の通知について（公告） 

労働関係調整法（昭和21年法律第25号）第37条第１項の規定により、新潟中央病院千歳園職員組合執行委員長

丸山誠から、次のとおり争議行為を行う旨の通知があった。 

平成25年３月26日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 要求事項 

 賃金引き上げ、その他の要求 

２ 期  間 

 平成25年３月29日午前０時以降本問題解決まで 

３ 場  所 

 新潟中央病院千歳園職員組合員が従事する全職場 

４ 概  要 

 あらゆる形の争議行為の一部又は全部を単独に若しくは併用して実施する。 

 


